
平成２３年４月
大野市

「うぐピー」「うめピー」「かめじろう」

大野市マスコットキャラクター

デザインマニュアル



①マスコットキャラクターを商品の製造及び販売を目的で使用しようとする場合は、あらかじめ
　マスコットキャラクター使用承認申請書を提出し、承認を受けてください。
②規定色の変更やデフォルメは可能ですが、デザインイメージを損なわない範疇で行って
　ください。縦・横比率を変えるなど、極端な変形は行わないでください。
③マスコットキャラクターの組み合わせによる配置は自由とします。

■使用に関しての注意事項

うめピーうぐピー

■マスコットキャラクター

かめじろう



■キャラクター色指定

C14 Y2  K30

甲冑、冠の黄色部分
C2 M20 Y90 

甲冑の黒色部分
C56 M42 Y41  K33

C76 M61 Y8  K2

甲冑の茶色部分
C31 M46 Y84  K18

C2 M29 Y97 

肌の色
C51 M3 Y67

瞳、輪郭、影等の色
K100

C2 M96 Y71

衣装の模様
C23 M7 Y71
C30 M43 Y5
C2 M29 Y60 
C3 M53 Y56
C9 M92 Y7  K1

C2 M20 Y90

屋根瓦 K67

K11

C60 M40 Y40  K100

甲羅の縦線 C33 Y73

甲羅の濃い緑 C80 Y100

甲羅の薄い緑 C53 Y85

C10 K46

 屋根裏
 K46

M1 K82

C60 M40 Y40  K100

 K15

 K25
 K49

瞳 C60 M40 Y40  K100

肌の色
C3 M16 Y40  

輪郭、その他の線はＫ100


